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はじめに 

「梅田３丁目計画（仮称）」については、大阪市環境影響評価条例（平成 10 年 大阪市

条例第 29 号）に基づき、平成 23 年 12 月に「環境影響評価書」を大阪市長に提出し、その

後、大阪中央郵便局及び大弘ビルの解体を行い、アクティ西ビルを除く跡地において暫定活

用を行ってきた。 

一方、事業者としては、並行して事業性等の観点や市況等を注視しながら事業再開を検討

してきた結果、この度、施設形状や配置など、施設計画を見直したうえで事業を再開するこ

ととなった。 

この施設計画の見直しについて、令和元年 10 月 15 日に「対象事業等変更届出書」を大阪

市長に提出した。これに対し、令和元年 11 月１日に、大阪市長より環境影響評価準備書以

降の手続きの再実施について通知を受けた。 

本環境影響評価書は、その環境影響評価の再実施の一環として、必要な項目について、再

度、調査、予測及び評価を行い、所要の事項をとりまとめたものである。 
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